
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

1.「社会福祉」とは、生計の困難な者や心身に障がいのある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保すること

　・児童福祉　・母子福祉　・高齢者福祉　・障がい者福祉（身体障がい者福祉・知的障がい者福祉・精神障がい者福祉）など

2.「社会保険」とは、保険的方法によって社会保障を行う制度の総称

　・国民健康保険　・介護保険　・年金など

3.「保健衛生」とは、国民の健康を保つための施策

　・医療に係る施策　・感染症その他の疾病の予防対策　・健康増進対策など

4款1項2目 予防費

4款1項3目 母子保健費

小　計

小　計

3款1項1目

3款1項4目

社会福祉総務費
（国保特会繰出分）

介護保険費

3款1項6目 後期高齢者医療費

3款1項2目 国民年金費

2,081,417 1,477,915 0 194,261 55,556 353,685

3款1項1目

3款1項3目

3款2項1目

3款2項2目

3款2項3目

0

0

0

866,881

520

112,958

46,342 0 1,799 36,228 230,637

219,2562,464,401 131,689

151,161 0 185,000 14,031

0

0

05,512 0 0

265,4730 108,878 41,700

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

（単位：千円）

町債

315,760

9,820

43,391

5,815

838,372

89,329

社会保障施策に要する経費 歳出経費 国（県）
支出金

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

交付金）

その他

引き上げ分の
地方消費税

その他 （社会保障財源

化分の市町村

社
会
福
祉

1,235,023

12,741

164,863

12,856

3,653,718

社
会
保
険

439,521

1,176,090小　計

122,436

3款2項4目

315,006

416,051

24,382

5,512

3款2項5目

社会福祉総務費

老人福祉費

児童福祉総務費

保育所費

児童措置費

児童福祉施設費

母子福祉費

19,344

90,557

6,127

0 0

2,783

859

1,698

0

0 0 2,000

0

49,599

1,542

6,816

914

17,655 14,224

3,038

9,687 61,672

123,952 1,892

167,077

203,015 0 295,677 91,959

0 98 16,557 105,405

249,892

5,064,073

※一般的な事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費（平成30年度一般会計決算分）

保
健
衛
生

585,439

合　　　計 5,064,073 2,707,465 0 515,828 249,892 1,590,888

234,265 40,049 0 895 26,244

110,313 38,157 0 797


